第４号様式（第６条関係）
第　　　　　　　　　　　号
　　年  月  日

　様

白井市長　　　　　　　　　　　

不認定通知書

[bookmark: _Hlk175852334]　　年　　月　　日付けで申請のあった管理計画について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の４（同法第５条の６第２項又は第５条の７第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく基準に適合しないため、白井市マンション管理計画認定制度事務取扱要綱第６条の規定により、下記のとおり通知します。

記

１　申請者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名


２　マンションの所在地


３　管理組合の名称


４　不認定の理由










（教示）
１　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、白井市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
２　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、白井市を被告として（訴訟において白井市を代表する者は白井市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

